
(57)【要約】

【課題】機器等の操作が苦手であったり不慣れ人であっ

ても、被看護・被介護者の状況を直感的に把握すること

のできる被看護・被介護者の監視システムを提供するこ

と。

【解決手段】被看護・被介護者のバイタルデータを取得

するためのバイタルデータ取得手段８と、該バイタルデ

ータ取得手段８にて取得したバイタルデータを収集、管

理する収集管理手段５０と、該収集された被看護・被介

護者のバイタルデータに基づく被看護・被介護者の状況

を表示するための表示手段６６と、を備える被看護・被

介護者の監視システムにおいて、予め定められたバイタ

ルデータの複数のレベル毎に対応付けられた、アニメー

ション化、若しくはキャラクター化、若しくは漫画化さ

れた表示画像を記憶する表示アイコン記憶手段５６ｃと

、収集された被看護・被介護者のバイタルデータが前記

複数のレベルのどのレベルに該当するかを判定するレベ

ル判定手段５８と、該レベル判定手段５８にて判定され

たレベルが対応する前記表示画像を前記表示手段６６に

表示する。
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【 特 許 請 求 の 範 囲 】
【 請 求 項 １ 】
被 看 護 ・ 被 介 護 者 の バ イ タ ル デ ー タ を 取 得 す る た め の バ イ タ ル デ ー タ 取 得 手 段 と 、 該 バ イ
タ ル デ ー タ 取 得 手 段 に て 取 得 し た バ イ タ ル デ ー タ を 収 集 、 管 理 す る 収 集 管 理 手 段 と 、 該 収
集 さ れ た 被 看 護 ・ 被 介 護 者 の バ イ タ ル デ ー タ に 基 づ く 被 看 護 ・ 被 介 護 者 の 状 況 を 表 示 す る
た め の 表 示 手 段 と 、 を 備 え る 被 看 護 ・ 被 介 護 者 の 監 視 シ ス テ ム に お い て 、 予 め 定 め ら れ た
バ イ タ ル デ ー タ の 複 数 の レ ベ ル 毎 に 対 応 付 け ら れ た 、 ア ニ メ ー シ ョ ン 化 、 若 し く は キ ャ ラ
ク タ ー 化 、 若 し く は 漫 画 化 さ れ た 表 示 画 像 を 記 憶 す る 表 示 ア イ コ ン 記 憶 手 段 と 、 収 集 さ れ
た 被 看 護 ・ 被 介 護 者 の バ イ タ ル デ ー タ が 前 記 複 数 の レ ベ ル の ど の レ ベ ル に 該 当 す る か を 判
定 す る レ ベ ル 判 定 手 段 と 、 該 レ ベ ル 判 定 手 段 に て 判 定 さ れ た レ ベ ル が 対 応 す る 前 記 表 示 画
像 を 前 記 表 示 手 段 に 表 示 す る こ と を 特 徴 と す る 被 看 護 ・ 被 介 護 者 の 監 視 シ ス テ ム 。
【 請 求 項 ２ 】
前 記 バ イ タ ル デ ー タ が 複 数 種 別 の 項 目 を 含 む と と も に 、 前 記 表 示 ア イ コ ン 記 憶 手 段 に は 、
各 複 数 種 別 の 項 目 に 予 め 設 け ら れ た 複 数 レ ベ ル の 各 組 み 合 わ せ 毎 に 対 応 付 け ら れ た 前 記 表
示 画 像 が 記 憶 さ れ 、 前 記 レ ベ ル 判 定 手 段 は 、 各 複 数 種 別 の 項 目 毎 に 前 記 複 数 の レ ベ ル が ど
の レ ベ ル に 該 当 す る か を 判 定 し 、 該 レ ベ ル 判 定 手 段 に て 判 定 さ れ た 前 記 各 項 目 の 組 み 合 わ
せ に 対 応 す る 前 記 表 示 画 像 を 前 記 表 示 手 段 に 表 示 す る 請 求 項 １ に 記 載 の 被 看 護 ・ 被 介 護 者
の 監 視 シ ス テ ム 。
【 請 求 項 ３ 】
被 看 護 ・ 被 介 護 者 の バ イ タ ル デ ー タ が 予 め 定 め ら れ た 異 常 状 態 値 に 達 し て い る か 否 か を 判
定 す る 異 常 状 態 判 定 手 段 を 有 し 、 該 異 常 状 態 判 定 手 段 に て 異 常 で あ る と 判 定 し た 場 合 に 、
該 異 常 の 発 生 を 予 め 定 め ら れ た 前 記 表 示 手 段 に お け る 表 示 態 様 に て 報 知 す る 請 求 項 １ ま た
は ２ に 記 載 の 被 看 護 ・ 被 介 護 者 の 監 視 シ ス テ ム 。
【 請 求 項 ４ 】
前 記 異 常 状 態 値 を 設 定 可 能 な 異 常 状 態 値 設 定 手 段 を 備 え る 請 求 項 ３ に 記 載 の 被 看 護 ・ 被 介
護 者 の 監 視 シ ス テ ム 。
【 請 求 項 ５ 】
前 記 異 常 状 態 値 が 前 記 複 数 種 別 の 項 目 毎 に 設 け ら れ て い る と と も に 、 異 常 状 態 判 定 手 段 に
て 異 常 で あ る と 判 定 さ れ た 前 記 複 数 種 別 の 項 目 の 組 み 合 わ せ に 対 応 付 け て 対 処 内 容 が 登 録
さ れ た 対 処 内 容 記 憶 手 段 を 有 し 、 前 記 異 常 状 態 判 定 手 段 に て 異 常 で あ る と 判 定 さ れ た 複 数
種 別 の 項 目 の 組 み 合 わ せ に 基 づ き 、 該 組 み 合 わ せ に 対 応 す る 対 処 内 容 を 、 前 記 表 示 手 段 に
表 示 す る 請 求 項 ３ ま た は ４ に 記 載 の 被 看 護 ・ 被 介 護 者 の 監 視 シ ス テ ム 。
【 請 求 項 ６ 】
前 記 収 集 管 理 手 段 は 、 被 看 護 ・ 被 介 護 者 を 特 定 可 能 な 被 看 護 ・ 被 介 護 者 識 別 情 報 に 対 応 付
け て 、 前 記 バ イ タ ル デ ー タ 取 得 手 段 か ら 収 集 し た バ イ タ ル デ ー タ を 管 理 し 、 該 被 看 護 ・ 被
介 護 者 識 別 情 報 に 基 づ い て 、 該 被 看 護 ・ 被 介 護 者 の バ イ タ ル デ ー タ の レ ベ ル が 対 応 す る 表
示 画 像 を 被 看 護 ・ 被 介 護 者 を 特 定 可 能 な 情 報 と と も に 関 連 付 け て 表 示 す る 請 求 項 １ ～ ５ の
い ず れ か に 記 載 の 被 看 護 ・ 被 介 護 者 の 監 視 シ ス テ ム 。
【 請 求 項 ７ 】
前 記 複 数 種 別 の 項 目 の １ つ が 、 被 看 護 ・ 被 介 護 者 の 体 温 で あ っ て 、 前 記 表 示 ア イ コ ン の 皮
膚 の 色 が 体 温 の 高 低 を 示 す 請 求 項 １ ～ ６ の い ず れ か に 記 載 の 被 看 護 ・ 被 介 護 者 の 監 視 シ ス
テ ム 。
【 請 求 項 ８ 】
前 記 複 数 種 別 の 項 目 の １ つ が 、 被 看 護 ・ 被 介 護 者 の 動 き で あ っ て 、 前 記 表 示 ア イ コ ン の 手
足 の 動 き が 被 看 護 ・ 被 介 護 者 の 動 き の 強 弱 を 示 す 請 求 項 １ ～ ７ の い ず れ か に 記 載 の 被 看 護
・ 被 介 護 者 の 監 視 シ ス テ ム 。
【 発 明 の 詳 細 な 説 明 】
【 ０ ０ ０ １ 】
【 発 明 の 属 す る 技 術 分 野 】
本 発 明 は 、 被 看 護 ・ 被 介 護 者 の バ イ タ ル デ ー タ を 取 得 し 、 該 取 得 し た バ イ タ ル デ ー タ を 収
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集 、 管 理 す る と と も に 、 こ れ ら 収 集 さ れ た 被 看 護 ・ 被 介 護 者 の バ イ タ ル デ ー タ に 基 づ く 被
看 護 ・ 被 介 護 者 の 状 況 を 表 示 す る こ と で 、 被 看 護 ・ 被 介 護 者 の 状 況 を 把 握 す る こ と の で き
る 被 看 護 ・ 被 介 護 者 の 監 視 シ ス テ ム の 改 良 に 関 す る 。
【 ０ ０ ０ ２ 】
【 従 来 の 技 術 】
近 年 、 高 齢 者 人 口 の 増 加 に 伴 っ て こ れ ら 高 齢 者 の 看 護 問 題 が ク ロ ー ズ ア ッ プ さ れ て き て い
る 。 こ の た め 、 こ れ ら 高 齢 者 看 護 の 省 力 化 を 目 的 と し て 、 被 看 護 ・ 被 介 護 者 の バ イ タ ル デ
ー タ を 取 得 し 、 該 取 得 し た バ イ タ ル デ ー タ を 収 集 、 管 理 す る と と も に 、 こ れ ら 収 集 さ れ た
被 看 護 ・ 被 介 護 者 の バ イ タ ル デ ー タ に 基 づ く 被 看 護 ・ 被 介 護 者 の 状 況 を 表 示 す る こ と で 被
看 護 ・ 被 介 護 者 の 状 況 を 把 握 す る こ と の で き る シ ス テ ム が 提 案 さ れ て き て い る 。
【 ０ ０ ０ ３ 】
【 発 明 が 解 決 し よ う と す る 課 題 】
し か し な が ら 、 こ れ ら の シ ス テ ム に あ っ て は 、 前 記 収 集 さ れ た 被 看 護 ・ 被 介 護 者 の バ イ タ
ル デ ー タ が 、 モ ニ タ ー 等 の 表 示 装 置 に 、 例 え ば 図 ９ に 示 す よ う に 、 体 温 等 が 数 値 に て 表 示
さ れ る も の で あ る が 、 被 看 護 ・ 被 介 護 者 の 看 護 ・ 介 護 者 は 、 パ ソ コ ン な ど の 機 器 を 用 い て
業 務 を 行 う こ と が 苦 手 で あ っ た り 、 病 院 等 に お け る 勤 務 者 の よ う に 、 専 門 的 な 知 識 等 を 有
す る 人 で は な く 、 む し ろ 一 般 的 な 比 較 的 年 齢 層 の 高 い 人 々 が 多 い こ と か ら 、 こ れ ら モ ニ タ
ー 等 が 接 続 さ れ た コ ン ピ ュ ー タ 等 の 機 器 に 不 慣 れ な 人 が 多 く 、 前 述 の よ う に 、 被 看 護 ・ 被
介 護 者 の バ イ タ ル デ ー タ で あ る 体 温 等 が 数 値 に て 表 示 さ れ て も 、 そ れ ら が 被 看 護 ・ 被 介 護
者 の 状 態 に お け る 何 を 意 味 し て い る の か 等 を 看 護 ・ 介 護 者 が 把 握 で き な い か 或 い は 把 握 し
難 い 場 合 が あ る と い う 問 題 が あ っ た 。
【 ０ ０ ０ ４ 】
本 発 明 は 以 上 の 事 情 を 背 景 と し て な さ れ た も の で 、 機 器 等 の 操 作 が 苦 手 で あ っ た り 不 慣 れ
人 で あ っ て も 、 被 看 護 ・ 被 介 護 者 の 状 況 を 直 感 的 に 把 握 す る こ と の で き る 被 看 護 ・ 被 介 護
者 の 監 視 シ ス テ ム を 提 供 す る こ と を 目 的 と し て い る 。
【 ０ ０ ０ ５ 】
【 課 題 を 解 決 す る た め の 手 段 】
上 記 目 的 を 達 成 す る た め に 、 本 発 明 の 被 看 護 ・ 被 介 護 者 の 監 視 シ ス テ ム は 、 被 看 護 ・ 被 介
護 者 の バ イ タ ル デ ー タ を 取 得 す る た め の バ イ タ ル デ ー タ 取 得 手 段 と 、 該 バ イ タ ル デ ー タ 取
得 手 段 に て 取 得 し た バ イ タ ル デ ー タ を 収 集 、 管 理 す る 収 集 管 理 手 段 と 、 該 収 集 さ れ た 被 看
護 ・ 被 介 護 者 の バ イ タ ル デ ー タ に 基 づ く 被 看 護 ・ 被 介 護 者 の 状 況 を 表 示 す る た め の 表 示 手
段 と 、 を 備 え る 被 看 護 ・ 被 介 護 者 の 監 視 シ ス テ ム に お い て 、 予 め 定 め ら れ た バ イ タ ル デ ー
タ の 複 数 の レ ベ ル 毎 に 対 応 付 け ら れ た 、 ア ニ メ ー シ ョ ン 化 、 若 し く は キ ャ ラ ク タ ー 化 、 若
し く は 漫 画 化 さ れ た 表 示 画 像 を 記 憶 す る 表 示 ア イ コ ン 記 憶 手 段 と 、 収 集 さ れ た 被 看 護 ・ 被
介 護 者 の バ イ タ ル デ ー タ が 前 記 複 数 の レ ベ ル の ど の レ ベ ル に 該 当 す る か を 判 定 す る レ ベ ル
判 定 手 段 と 、 該 レ ベ ル 判 定 手 段 に て 判 定 さ れ た レ ベ ル が 対 応 す る 前 記 表 示 画 像 を 前 記 表 示
手 段 に 表 示 す る こ と を 特 徴 と し て い る 。
こ の 特 徴 に よ れ ば 、 被 看 護 ・ 被 介 護 者 の バ イ タ ル デ ー タ の レ ベ ル が 判 定 さ れ る と と も に 、
該 判 定 さ れ た レ ベ ル に 対 応 し て 前 記 表 示 ア イ コ ン 記 憶 手 段 に 記 憶 さ れ て い る 表 示 画 像 が 前
記 表 示 手 段 に 表 示 さ れ る よ う に な る た め 、 看 護 ・ 介 護 者 が 機 器 等 に 不 慣 れ 人 で あ っ て も 、
被 看 護 ・ 被 介 護 者 の 状 況 を 直 感 的 に 把 握 す る こ と が で き る 。
【 ０ ０ ０ ６ 】
本 発 明 の 被 看 護 ・ 被 介 護 者 の 監 視 シ ス テ ム は 、 前 記 バ イ タ ル デ ー タ が 複 数 種 別 の 項 目 を 含
む と と も に 、 前 記 表 示 ア イ コ ン 記 憶 手 段 に は 、 各 複 数 種 別 の 項 目 に 予 め 設 け ら れ た 複 数 レ
ベ ル の 各 組 み 合 わ せ 毎 に 対 応 付 け ら れ た 前 記 表 示 画 像 が 記 憶 さ れ 、 前 記 レ ベ ル 判 定 手 段 は
、 各 複 数 種 別 の 項 目 毎 に 前 記 複 数 の レ ベ ル が ど の レ ベ ル に 該 当 す る か を 判 定 し 、 該 レ ベ ル
判 定 手 段 に て 判 定 さ れ た 前 記 各 項 目 の 組 み 合 わ せ に 対 応 す る 前 記 表 示 画 像 を 前 記 表 示 手 段
に 表 示 す る こ と が 好 ま し い 。
こ の よ う に す れ ば 、 被 看 護 ・ 被 介 護 者 か ら 取 得 す る バ イ タ ル デ ー タ が ２ つ 以 上 の 複 数 項 目
で あ っ て も 対 応 す る こ と が で き 、 被 看 護 ・ 被 介 護 者 は 前 記 表 示 手 段 の 表 示 を 目 視 す る こ と
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で 、 こ れ ら 複 数 の 各 項 目 に お け る レ ベ ル を 直 感 的 に 把 握 す る こ と が で き る 。
【 ０ ０ ０ ７ 】
本 発 明 の 被 看 護 ・ 被 介 護 者 の 監 視 シ ス テ ム は 、 被 看 護 ・ 被 介 護 者 の バ イ タ ル デ ー タ が 予 め
定 め ら れ た 異 常 状 態 値 に 達 し て い る か 否 か を 判 定 す る 異 常 状 態 判 定 手 段 を 有 し 、 該 異 常 状
態 判 定 手 段 に て 異 常 で あ る と 判 定 し た 場 合 に 、 該 異 常 の 発 生 を 予 め 定 め ら れ た 前 記 表 示 手
段 に お け る 表 示 態 様 に て 報 知 す る こ と が 好 ま し い 。
こ の よ う に す れ ば 、 看 護 ・ 介 護 者 は 、 被 看 護 ・ 被 介 護 者 に 異 常 状 態 が 発 生 し て い る こ と を
容 易 に 知 覚 で き 、 被 看 護 ・ 被 介 護 者 へ の 迅 速 な 対 応 が 可 能 と な る 。
【 ０ ０ ０ ８ 】
本 発 明 の 被 看 護 ・ 被 介 護 者 の 監 視 シ ス テ ム は 、 前 記 異 常 状 態 値 を 設 定 可 能 な 異 常 状 態 値 設
定 手 段 を 備 え る こ と が 好 ま し い 。
こ の よ う に す れ ば 、 被 看 護 ・ 被 介 護 者 の 体 調 や 個 人 差 に 対 応 し て 異 常 状 態 値 を 適 宜 に 変 更
す る こ と が で き る 。
【 ０ ０ ０ ９ 】
本 発 明 の 被 看 護 ・ 被 介 護 者 の 監 視 シ ス テ ム は 、 前 記 異 常 状 態 値 が 前 記 複 数 種 別 の 項 目 毎 に
設 け ら れ て い る と と も に 、 異 常 状 態 判 定 手 段 に て 異 常 で あ る と 判 定 さ れ た 前 記 複 数 種 別 の
項 目 の 組 み 合 わ せ に 対 応 付 け て 対 処 内 容 が 登 録 さ れ た 対 処 内 容 記 憶 手 段 を 有 し 、 前 記 異 常
状 態 判 定 手 段 に て 異 常 で あ る と 判 定 さ れ た 複 数 種 別 の 項 目 の 組 み 合 わ せ に 基 づ き 、 該 組 み
合 わ せ に 対 応 す る 対 処 内 容 を 、 前 記 表 示 手 段 に 表 示 す る こ と が 好 ま し い 。
こ の よ う に す れ ば 、 異 常 状 態 へ の 対 処 内 容 が 表 示 さ れ る こ と で 、 該 発 生 異 常 に 対 し て 的 確
な 対 応 を 実 施 で き る 。
【 ０ ０ １ ０ 】
本 発 明 の 被 看 護 ・ 被 介 護 者 の 監 視 シ ス テ ム は 、 前 記 収 集 管 理 手 段 は 、 被 看 護 ・ 被 介 護 者 を
特 定 可 能 な 被 看 護 ・ 被 介 護 者 識 別 情 報 に 対 応 付 け て 、 前 記 バ イ タ ル デ ー タ 取 得 手 段 か ら 収
集 し た バ イ タ ル デ ー タ を 管 理 し 、 該 被 看 護 ・ 被 介 護 者 識 別 情 報 に 基 づ い て 、 該 被 看 護 ・ 被
介 護 者 の バ イ タ ル デ ー タ の レ ベ ル が 対 応 す る 表 示 画 像 を 被 看 護 ・ 被 介 護 者 を 特 定 可 能 な 情
報 と と も に 関 連 付 け て 表 示 す る こ と が 好 ま し い 。
こ の よ う に す れ ば 、 被 看 護 ・ 被 介 護 者 が 複 数 で あ っ て も 、 各 被 看 護 ・ 被 介 護 者 毎 の 状 況 を
逐 次 把 握 す る こ と が で き る 。
【 ０ ０ １ １ 】
本 発 明 の 被 看 護 ・ 被 介 護 者 の 監 視 シ ス テ ム は 、 前 記 複 数 種 別 の 項 目 の １ つ が 、 被 看 護 ・ 被
介 護 者 の 体 温 で あ っ て 、 前 記 表 示 ア イ コ ン の 皮 膚 の 色 が 体 温 の 高 低 を 示 す こ と が 好 ま し い
。
こ の よ う に す れ ば 、 被 看 護 ・ 被 介 護 者 の 状 況 と し て 体 温 の 状 況 を 逐 次 把 握 で き る 。
【 ０ ０ １ ２ 】
本 発 明 の 被 看 護 ・ 被 介 護 者 の 監 視 シ ス テ ム は 、 前 記 複 数 種 別 の 項 目 の １ つ が 、 被 看 護 ・ 被
介 護 者 の 動 き で あ っ て 、 前 記 表 示 ア イ コ ン の 手 足 の 動 き が 被 看 護 ・ 被 介 護 者 の 動 き の 強 弱
を 示 す こ と が 好 ま し い 。
こ の よ う に す れ ば 、 被 看 護 ・ 被 介 護 者 の 状 況 と し て 動 き の 状 況 や 離 床 ／ 在 床 を 逐 次 把 握 で
き る 。
【 ０ ０ １ ３ 】
【 発 明 の 実 施 の 形 態 】
本 発 明 の 実 施 例 に つ い て 図 面 を 参 照 し な が ら 説 明 す る 。 本 発 明 の 実 施 例 に お け る 被 看 護 ・
被 介 護 者 の 監 視 シ ス テ ム は 、 図 １ に 示 す よ う に 、 看 護 ・ 介 護 施 設 ４ 内 に 設 け ら れ て い る ベ
ッ ド ４ ａ 、 ４ ｂ 、 ４ ｃ … に そ れ ぞ れ 使 用 さ れ て い る バ イ タ ル デ ー タ 取 得 手 段 と し て の セ ン
サ ー シ ー ツ ８ と 、 該 セ ン サ ー シ ー ツ ８ に 対 応 し て 設 置 さ れ た 被 看 護 ・ 被 介 護 者 の 状 態 を 検
知 通 報 す る 監 視 端 末 １ ０ ａ 、 １ ０ ｂ 、 １ ０ ｃ … と 、 被 看 護 ・ 被 介 護 者 の 状 態 に 異 常 が 生 じ
た 場 合 な ど に 、 こ れ を 通 報 す る 異 常 通 報 先 の 通 報 受 信 者 が 所 有 す る パ ソ コ ン １ ６ 、 ノ ー ト
パ ソ コ ン １ ８ 、 携 帯 電 話 ２ ０ 等 の 情 報 端 末 と 、 看 護 ・ 介 護 施 設 ４ 内 の 看 護 ス テ ー シ ョ ン な
ど に 設 け ら れ 、 接 続 さ れ て い る 前 記 監 視 端 末 １ ０ ａ 、 １ ０ ｂ 、 １ ０ ｃ … か ら 、 各 ベ ッ ド ４
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ａ 、 ４ ｂ 、 ４ ｃ … に お け る 各 被 看 護 ・ 被 介 護 者 の バ イ タ ル デ ー タ を 収 集 、 管 理 す る 管 理 コ
ン ピ ュ ー タ ５ ０ と 、 該 管 理 コ ン ピ ュ ー タ ５ ０ と 異 常 通 報 先 の 各 情 報 端 末 と の 間 で デ ー タ 通
信 可 能 な 通 信 回 路 網 １ ２ と 、 で 構 成 さ れ て い る 。
【 ０ ０ １ ４ 】
ま ず 、 本 実 施 例 に 用 い た バ イ タ ル デ ー タ 取 得 手 段 と し て の セ ン サ ー シ ー ツ ８ に つ い て 説 明
す る と 、 該 セ ン サ ー シ ー ツ ８ 内 に は 、 シ ー ツ 内 の 所 定 位 置 に 複 数 の 圧 力 検 出 セ ン サ ６ が 埋
め 込 ま れ て い る と と も に 、 被 看 護 ・ 被 介 護 者 の 体 温 を 測 定 す る た め の 体 温 セ ン サ ７ が 設 け
ら れ て お り 、 前 記 圧 力 検 出 セ ン サ ６ 並 び に 体 温 セ ン サ ７ か ら の 出 力 信 号 を 、 こ れ ら 各 セ ン
サ ６ ， ７ が 接 続 さ れ て い る 監 視 装 置 １ ０ ａ 、 １ ０ ｂ 、 １ ０ ｃ … が 、 こ れ ら 各 セ ン サ ６ ， ７
か ら の 出 力 信 号 を Ａ ／ Ｄ 変 換 部 ９ に て デ ジ タ ル 化 し 、 該 デ ジ タ ル デ ー タ を 通 信 部 １ １ を 通
じ て 前 記 管 理 コ ン ピ ュ ー タ ５ ０ に 送 信 す る こ と で 、 該 管 理 コ ン ピ ュ ー タ ５ ０ が 、 前 記 圧 力
検 出 セ ン サ ６ に よ る 圧 力 検 出 の 有 無 や 変 化 に よ り 、 被 看 護 ・ 被 介 護 者 の 離 床 や 着 床 、 ベ ッ
ド 上 で の 身 動 き と と も に 、 前 記 体 温 セ ン サ ７ に よ る 検 出 温 度 の 変 化 に よ り 被 看 護 ・ 被 介 護
者 の 離 床 や 着 床 や 被 看 護 ・ 被 介 護 者 の 体 温 の 変 化 を 把 握 で き る よ う に な っ て い る 。
【 ０ ０ １ ５ 】
こ の よ う に 本 実 施 例 で は 、 セ ン サ ー シ ー ツ ８ に は 、 圧 力 検 出 セ ン サ ６ と 体 温 セ ン サ ７ が 導
入 さ れ 、 被 看 護 ・ 被 介 護 者 の バ イ タ ル デ ー タ と し て 被 看 護 ・ 被 介 護 者 の 動 き や 体 温 を 収 集
す る よ う に し て い る が 、 本 発 明 は こ れ に 限 定 さ れ る も の で は な く 、 こ れ 以 外 の セ ン サ 、 例
え ば 、 湿 度 検 出 セ ン サ を 設 け る よ う に し て 、 被 看 護 ・ 被 介 護 者 の 発 汗 や 失 禁 の 有 無 状 況 等
を 把 握 で き る よ う に し て も 良 い 。
【 ０ ０ １ ６ 】
こ れ ら セ ン サ ー シ ー ツ ８ に 使 用 さ れ る 圧 力 検 出 セ ン サ ６ は 、 被 看 護 ・ 被 介 護 者 が 着 床 時 に
違 和 感 を 覚 え な い よ う な も の が 好 ま し く 、 例 え ば 圧 力 に 対 応 し て 抵 抗 値 が 変 化 す る 感 圧 導
電 性 ゴ ム 等 を 用 い る こ と が 好 ま し い が 、 本 発 明 は こ れ に 限 定 さ れ る も の で は な く 、 こ れ ら
圧 力 検 出 セ ン サ ６ と し て は 上 記 の 観 点 を 踏 ま え て 、 適 宜 に 選 択 す れ ば 良 い 。
【 ０ ０ １ ７ 】
ま た 、 前 記 体 温 セ ン サ ７ に 関 し て も 、 被 看 護 ・ 被 介 護 者 が 着 床 時 に 違 和 感 を 覚 え な い よ う
な も の で あ っ て 、 且 つ 被 看 護 ・ 被 介 護 者 の 着 衣 の 状 況 等 に よ り 、 取 得 す る 温 度 が 異 な る こ
と が 少 な い 体 温 セ ン サ を 使 用 す る こ と が 好 ま し く 、 本 実 施 例 で は 、 着 床 時 の 被 看 護 ・ 被 介
護 者 の 直 下 に い ず れ か の 体 温 セ ン サ が 位 置 す る よ う に 、 複 数 の 体 温 セ ン サ ６ を 配 置 し て 、
該 体 温 セ ン サ の 最 高 値 を そ の 時 点 の 体 温 と す る よ う に し て い る が 、 本 発 明 は こ れ に 限 定 さ
れ る も の で は な く 、 こ れ ら 体 温 を 取 得 す る セ ン サ の 種 別 や 配 置 方 法 等 は 適 宜 に 選 択 す れ ば
良 い 。
【 ０ ０ １ ８ 】
な お 、 本 実 施 例 で は 、 前 記 セ ン サ ー シ ー ツ ８ と 監 視 端 末 １ ０ ａ 、 １ ０ ｂ 、 １ ０ ｃ … と は 信
号 線 に よ り 有 線 に て 接 続 さ れ て い て 、 こ の 信 号 線 を 介 し て 圧 力 検 出 や 体 温 の 計 測 デ ー タ を
送 信 す る よ う に な っ て い る が 、 本 発 明 は こ れ に 限 定 さ れ る も の で は な く 、 例 え ば 、 被 看 護
・ 被 介 護 者 が 無 理 な 動 き を し て 接 続 さ れ て い る 信 号 線 が 切 断 し て し ま っ た り 、 セ ン サ ー シ
ー ツ ８ や 監 視 端 末 １ ０ が 故 障 し た 場 合 な ど で 交 換 す る 際 の 作 業 性 を 向 上 さ せ る 事 等 を 目 的
と し て 、 セ ン サ ー シ ー ツ ８ と 監 視 端 末 １ ０ ａ 、 １ ０ ｂ 、 １ ０ ｃ … の 双 方 に 、 無 線 通 信 可 能
な 通 信 ユ ニ ッ ト を 設 け る よ う に し て 信 号 の や り と り を 行 う よ う に な っ て い て も 良 い 。
【 ０ ０ １ ９ 】
次 い で 、 被 看 護 ・ 被 介 護 者 の 状 態 に 異 常 が 生 じ た 場 合 な ど に 、 被 看 護 ・ 被 介 護 者 の 様 子 を
通 報 す る 通 報 受 信 者 の 情 報 端 末 と し て は 、 パ ソ コ ン １ ６ 、 ノ ー ト パ ソ コ ン １ ８ 、 携 帯 電 話
２ ０ は 、 前 記 管 理 コ ン ピ ュ ー タ ５ ０ か ら 発 信 さ れ る 情 報 を 受 信 可 能 な も の で あ れ ば 、 ど の
よ う な 端 末 で あ っ て も 使 用 す る こ と が 出 来 る よ う に な っ て い る 。
【 ０ ０ ２ ０ 】
ま た 、 こ れ ら 通 報 受 信 者 の 情 報 端 末 と 前 記 管 理 コ ン ピ ュ ー タ ５ ０ と は 、 本 実 施 例 で は 通 信
回 線 網 １ ２ を 介 し て 接 続 さ れ る よ う に な っ て い る が 、 本 発 明 は こ れ に 限 定 さ れ る も の で は
な く 、 例 え ば 前 記 管 理 コ ン ピ ュ ー タ ５ ０ と パ ソ コ ン １ ６ 、 ノ ー ト パ ソ コ ン １ ８ 、 携 帯 電 話
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２ ０ と を 専 用 線 を 用 い て 接 続 さ れ る よ う に な っ て い て も 良 い し 、 イ ン タ ー ネ ッ ト 網 を 介 し
て 接 続 さ れ る よ う に な っ て い て も よ い 。
【 ０ ０ ２ １ 】
次 い で 、 本 実 施 例 に お け る 収 集 管 理 手 段 で あ る 前 記 管 理 コ ン ピ ュ ー タ ５ ０ の 構 成 に つ い て
図 ２ の ブ ロ ッ ク 図 に 基 づ い て 説 明 す る と 、 管 理 コ ン ピ ュ ー タ ５ ０ は 、 一 般 的 に 用 い ら れ て
い る 通 常 の コ ン ピ ュ ー タ と ほ ぼ 同 様 の 構 成 を 有 し て お り 、 デ ー タ バ ス ５ ４ に レ ベ ル 判 定 手
段 、 異 常 判 定 手 段 と し て の Ｃ Ｐ Ｕ ５ ８ と 、 Ｒ Ａ Ｍ ６ ２ と 、 表 示 手 段 と し て の 表 示 部 ６ ６ と
、 後 述 す る 各 記 憶 手 段 と し て の 記 憶 部 ５ ６ と 、 入 力 部 ６ ４ と 、 監 視 端 末 １ ０ ａ 、 １ ０ ｂ 、
１ ０ ｃ … に 接 続 さ れ る 通 信 基 板 ５ ２ と 、 通 信 回 線 網 １ ２ を 介 し て 前 記 パ ソ コ ン １ ６ 、 ノ ー
ト パ ソ コ ン １ ８ 、 携 帯 電 話 ２ ０ と 接 続 さ れ る 通 信 回 線 基 板 ６ ０ と 、 が 接 続 さ れ る よ う に し
て 構 成 さ れ て い る 。
【 ０ ０ ２ ２ 】
ま た 、 記 憶 部 ５ ６ 内 に は 後 述 す る 被 看 護 ・ 被 介 護 者 の 様 子 を 通 報 す る 際 の 通 報 受 信 者 の 電
話 番 号 や メ ー ル ア ド レ ス 等 が 登 録 さ れ た 通 報 者 用 デ ー タ 領 域 ５ ６ ａ や 、 被 看 護 ・ 被 介 護 者
の セ ン サ ー シ ー ツ ８ 並 び に 監 視 端 末 １ ０ ａ 、 １ ０ ｂ 、 １ ０ ｃ … か ら 収 集 さ れ た 体 温 、 被 看
護 ・ 被 介 護 者 の 身 体 の 動 き な ど の バ イ タ ル デ ー タ が 、 各 被 看 護 ・ 被 介 護 者 を 識 別 可 能 な 被
看 護 ・ 被 介 護 者 Ｉ Ｄ に 対 応 付 け て 記 憶 さ れ る バ イ タ ル デ ー タ 記 憶 領 域 ５ ６ ｂ と 、 後 述 す る
表 示 部 ６ ６ に 表 示 す る 表 示 画 像 （ ア イ コ ン ） が 、 バ イ タ ル デ ー タ の 項 目 で あ る 体 温 、 被 看
護 ・ 被 介 護 者 の 身 体 の 動 き の ２ つ の 項 目 の 各 レ ベ ル の 各 組 み 合 わ せ に 対 応 付 け て 登 録 さ れ
て い る 表 示 パ タ ー ン 記 憶 領 域 ５ ６ ｃ と 、 被 看 護 ・ 被 介 護 者 が 後 述 す る 異 常 な 状 態 で あ る と
判 断 さ れ た 場 合 に 、 そ の 際 の 対 処 の 方 法 な ど が 登 録 さ れ て い る 対 処 内 容 記 憶 領 域 ５ ６ ｄ な
等 と と も に 、 前 記 バ イ タ ル デ ー タ の 項 目 で あ る 体 温 、 被 看 護 ・ 被 介 護 者 の 身 体 の 動 き の 各
項 目 に お い て 、 そ の 時 点 の デ ー タ が 各 項 目 の ど の レ ベ ル で あ る か を 判 定 す る た め の レ ベ ル
判 定 処 理 や 、 そ の 時 点 の 被 看 護 ・ 被 介 護 者 の 状 況 が 予 め 定 め ら れ た 異 常 状 態 値 に 達 し て い
る か 否 か を 判 定 す る 異 常 状 態 判 定 処 理 等 の 処 理 内 容 が 記 述 さ れ た 処 理 プ ロ グ ラ ム が 記 憶 さ
れ た 処 理 プ ロ グ ラ ム 記 憶 領 域 （ 図 示 略 ） か ら 構 成 さ れ る よ う に な っ て い る 。
【 ０ ０ ２ ３ 】
こ れ ら 被 看 護 ・ 被 介 護 者 の 異 常 状 態 判 定 処 理 の 項 目 と し て は 、 本 実 施 例 で は 体 温 と 、 身 体
が 動 か な い 時 間 で あ る 身 体 不 動 時 間 と 、 逆 に 動 き 続 け て い る 時 間 で あ る 体 動 継 続 時 間 と で
異 常 状 態 判 定 処 理 が な さ れ る よ う に な っ て お り 、 こ れ ら は 、 予 め 設 定 さ れ た 温 度 や 時 間 に
対 し て セ ン サ シ ー ツ ８ 並 び に 各 監 視 端 末 １ ０ ａ 、 １ ０ ｂ 、 １ ０ ｃ … か ら 送 信 さ れ て き た 身
動 き デ ー タ や 体 温 デ ー タ に 基 づ き 被 看 護 ・ 被 介 護 者 の 様 子 が 、 予 め 定 め ら れ た 異 常 状 態 に
達 し て い る か 否 か を 、 Ｃ Ｐ Ｕ ５ ８ が 判 定 す る よ う に な っ て い る 。
【 ０ ０ ２ ４ 】
ま た 、 セ ン サ シ ー ツ ８ 並 び に 各 監 視 端 末 １ ０ ａ 、 １ ０ ｂ 、 １ ０ ｃ … か ら 送 信 さ れ き た て 身
動 き デ ー タ や 体 温 デ ー タ は 、 前 記 バ イ タ ル デ ー タ 記 憶 領 域 ５ ６ ｂ に 各 被 看 護 ・ 被 介 護 者 の
被 看 護 ・ 被 介 護 者 Ｉ Ｄ に 対 応 付 け て 記 録 、 管 理 さ れ 、 こ れ ら 収 集 さ れ た 身 動 き デ ー タ や 体
温 デ ー タ が 、 予 め 定 め ら れ た レ ベ ル の ど の レ ベ ル に 該 当 す る の か が 、 前 記 Ｃ Ｐ Ｕ ５ ８ に よ
り 判 定 さ れ 、 該 判 定 さ れ た 各 項 目 の レ ベ ル の 組 み 合 わ せ に 合 致 す る 表 示 画 像 が 、 前 記 表 示
パ タ ー ン 記 憶 領 域 ５ ６ ｃ か ら 読 み 出 さ れ て 表 示 部 ６ ６ に 表 示 さ れ る よ う に な っ て い る 。
【 ０ ０ ２ ５ 】
こ こ で 、 前 記 表 示 パ タ ー ン 記 憶 領 域 ５ ６ ｃ に 登 録 さ れ て い る 被 看 護 ・ 被 介 護 者 の 様 子 を 示
す 表 示 画 像 の パ タ ー ン （ 組 み 合 わ せ ） に つ い て 図 ３ に 基 づ い て 説 明 す る と 、 ま ず 、 被 看 護
・ 被 介 護 者 が 男 性 で あ る か 女 性 で あ る か に つ い て は 、 予 め 各 被 看 護 ・ 被 介 護 者 の 被 看 護 ・
被 介 護 者 Ｉ Ｄ に 対 応 付 け て 性 別 や 年 齢 等 の 情 報 を 登 録 し て お く こ と で 、 表 示 さ れ る 顔 が 各
被 看 護 ・ 被 介 護 者 の 性 別 に 合 わ せ て 表 示 す る よ う に な っ て い る 。 な お 、 図 ３ で は 、 被 看 護
・ 被 介 護 者 は 女 性 と な っ て い る 。 ま た 、 被 看 護 ・ 被 介 護 者 の 様 子 に よ っ て 、 表 示 部 ６ ６ に
表 示 さ れ る 表 示 画 像 を ア ニ メ ー シ ョ ン を 用 い た 画 像 で 行 う よ う に な っ て い る 。
【 ０ ０ ２ ６ 】
表 示 パ タ ー ン の 最 も 左 上 に は 、 被 看 護 ・ 被 介 護 者 の 姿 が な く 、 ベ ッ ド の み が 表 示 さ れ て お
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り 、 こ れ は 、 前 記 セ ン サ シ ー ツ ８ の 圧 力 検 出 セ ン サ が 全 く 圧 力 を 検 出 し て い な い 、 す な わ
ち ベ ッ ド に 誰 も い な い 状 態 で あ り ト イ レ な ど で 被 看 護 ・ 被 介 護 者 が 離 床 し て い る 様 子 を 示
す た め の 表 示 画 像 で あ る 。
【 ０ ０ ２ ７ 】
そ の 右 側 に は 、 離 床 時 間 が 後 述 す る 設 定 時 間 を 過 ぎ て い る 場 合 に 、 背 景 色 を 黄 色 （ 右 下 が
り の 太 縞 模 様 ） に 表 示 す る こ と で 看 護 ・ 介 護 者 で あ る 看 護 師 や ケ ア ワ ー カ ー な ど に 看 護 ・
介 護 施 設 ４ 内 を 巡 回 す る よ う に 注 意 を 促 す た め の 表 示 画 像 で あ る 。
【 ０ ０ ２ ８ 】
次 い で 、 そ の 下 の ９ マ ス に は 被 看 護 ・ 被 介 護 者 の 体 温 と 、 身 体 の 動 き の 大 き さ の 各 レ ベ ル
の 組 み 合 わ せ に 基 づ く 表 示 の パ タ ー ン を 示 し て お り 、 ９ マ ス の う ち 一 番 上 の 行 の ３ マ ス は
被 看 護 ・ 被 介 護 者 の 体 温 が 後 述 す る 設 定 さ れ た 温 度 よ り も ２ ° Ｃ 以 上 体 温 が 高 い 状 態 （ レ
ベ ル ） で あ る と 、 こ れ ら 体 温 が 高 い こ と を 目 視 に て 容 易 に 判 断 で き る よ う に 、 本 実 施 例 で
は 、 肌 色 の 顔 が 段 々 に 赤 色 （ 図 面 中 格 子 模 様 ） に 変 化 し て 、 ま た 元 の 肌 色 に 戻 り 、 再 び 段
々 に 赤 く な っ て い く こ と を 繰 り 返 す よ う な ア ニ メ ー シ ョ ン 表 示 さ れ る 表 示 画 像 が 使 用 さ れ
る 。 ま た 、 体 温 が 高 い 原 因 と し て 、 体 内 で 炎 症 を 起 こ し て い る 恐 れ が あ る た め 、 そ の 旨 も
文 字 に て 表 示 す る よ う に な っ て い る 。
【 ０ ０ ２ ９ 】
真 ん 中 の 行 の ３ マ ス は 予 め 定 め ら れ た 被 看 護 ・ 被 介 護 者 の 設 定 温 度 （ 標 準 体 温 ） と ほ ぼ 等
し い 温 度 （ 標 準 か ら 高 い 方 が ２ ° Ｃ 未 満 、 低 い 方 が １ ° Ｃ 未 満 の 範 囲 ） の と な っ て お り 、
こ れ ら の レ ベ ル に あ る 場 合 は 、 体 温 的 に は 平 常 レ ベ ル で あ る こ と を 目 視 に て 容 易 に 判 断 で
き る よ う に 、 本 実 施 例 で は 、 顔 が 肌 色 の 表 示 画 像 が 使 用 さ れ る 。
【 ０ ０ ３ ０ 】
次 い で 一 番 下 の 行 の ３ マ ス に は 設 定 温 度 よ り も １ ° Ｃ 以 上 体 温 が 低 い 状 態 （ レ ベ ル ） で あ
る と 、 こ れ ら 体 温 が 低 い こ と を 目 視 に て 容 易 に 判 断 で き る よ う に 、 本 実 施 例 で は 、 肌 色 の
顔 が 段 々 に 青 色 （ 図 面 中 右 上 が り 斜 線 ） に 変 化 し て 、 ま た 元 の 肌 色 に 戻 り 、 再 び 段 々 に 青
く な っ て い く こ と を 繰 り 返 す よ う な ア ニ メ ー シ ョ ン 表 示 す る 表 示 画 像 が 使 用 さ れ る 。 ま た
、 体 温 が 低 い 原 因 と し て は 、 何 ら か の 原 因 に よ り シ ョ ッ ク 状 態 と な っ て い る 恐 れ が あ る た
め 、 そ の 旨 も 文 字 に て 表 示 す る よ う に な っ て い る 。
【 ０ ０ ３ １ 】
ま た 、 前 記 ９ マ ス の う ち 、 一 番 左 側 の 列 の ３ マ ス に は 、 被 看 護 ・ 被 介 護 者 の ベ ッ ド 上 で の
身 体 の 動 き が 少 な い レ ベ ル に あ る こ と を 示 し て お り 、 こ れ ら 身 体 の 動 き が 少 な い こ と を 目
視 に て 容 易 に 判 断 で き る よ う に 、 本 実 施 例 で は 、 寝 た き り の 画 像 が 表 示 画 像 が 使 用 さ れ る
。 尚 、 被 看 護 ・ 被 介 護 者 の 動 き が 小 さ い た め に 床 ず れ に 注 意 を す る 必 要 が あ り 、 そ の 旨 を
文 字 に て 表 示 す る よ う に な っ て い る 。
【 ０ ０ ３ ２ 】
中 の 列 の ３ マ ス に は 、 被 看 護 ・ 被 介 護 者 が あ る 程 度 の 動 き （ 寝 返 り 等 ） を 示 す レ ベ ル に あ
る こ と を 示 し て お り 、 こ れ ら 身 体 の 動 き が 通 常 の レ ベ ル に あ る こ と を 目 視 に て 容 易 に 判 断
で き る よ う に 、 本 実 施 例 で は 、 腕 を 水 平 な 状 態 か ら 斜 め 上 に 挙 げ 、 再 び 水 平 な 状 態 に 戻 り
、 再 度 斜 め 上 へ 挙 げ る こ と を 繰 り 返 す よ う な ア ニ メ ー シ ョ ン を 用 い た 表 示 画 像 が 使 用 さ れ
る 。
【 ０ ０ ３ ３ 】
ま た 、 一 番 右 の 列 の ３ マ ス に は 、 被 看 護 ・ 被 介 護 者 の ベ ッ ド 上 で の 身 体 の 動 き が 大 き い レ
ベ ル に あ る こ と を 示 し て お り 、 こ れ ら 身 体 の 動 き が 大 き い レ ベ ル に あ る こ と を 目 視 に て 容
易 に 判 断 で き る よ う に 、 本 実 施 例 で は 、 足 を 水 平 な 状 態 か ら 垂 直 に 上 方 向 に 上 げ 、 再 び 水
平 な 状 態 に 戻 り 、 再 度 垂 直 に 上 方 向 に 上 げ る こ と を 繰 り 返 す よ う な ア ニ メ ー シ ョ ン を 用 い
た 表 示 画 像 が 使 用 さ れ る 。 尚 、 被 看 護 ・ 被 介 護 者 の 動 き が 大 き く 、 体 温 が 設 定 温 度 よ り も
２ ° Ｃ 以 上 高 い か 或 い は １ ° Ｃ 以 上 低 い 場 合 に は 、 何 ら か の 苦 痛 に よ り も だ え て い る 可 能
性 が あ る た め に 、 そ の 旨 を 文 字 に て 表 示 す る よ う に な っ て い る 。
【 ０ ０ ３ ４ 】
ま た 、 画 面 左 下 に は 、 被 看 護 ・ 被 介 護 者 の 動 き が 、 後 述 す る 設 定 時 間 よ り も 長 い 時 間 動 き

10

20

30

40

50

(7) JP 2004-49309 A 2004.2.19



が 検 出 さ れ な い と 、 す な わ ち 、 圧 力 検 出 セ ン サ が 圧 力 を 検 出 し て い る も の の 、 そ の 圧 力 が
変 化 し な い 場 合 に は 、 危 険 な レ ベ ル と 判 定 さ れ て 、 そ の 被 看 護 ・ 被 介 護 者 が 危 険 な 状 態 、
例 え ば 心 肺 停 止 状 態 や 意 識 喪 失 状 態 等 で あ る 可 能 性 が あ る た め 、 目 視 に て 容 易 に 判 断 で き
る よ う に 、 本 実 施 例 で は 、 腕 を 垂 れ た 状 態 で 顔 色 並 び に 腕 、 足 の 色 が 灰 色 （ 図 面 中 右 下 が
り 斜 線 ） と さ れ た 表 示 画 像 が 使 用 さ れ る 。 更 に 、 被 看 護 ・ 被 介 護 者 の 様 子 を 調 べ る た め に
巡 回 す る よ う に 指 示 す る メ ッ セ ー ジ を 表 示 す る よ う に な っ て い る 。
【 ０ ０ ３ ５ 】
こ の よ う に 、 被 看 護 ・ 被 介 護 者 の 体 温 や 体 動 が ど の レ ベ ル に あ る か 否 か を 前 記 Ｃ Ｐ Ｕ ５ ８
が 判 定 し 、 該 Ｃ Ｐ Ｕ ５ ８ が 判 定 し た レ ベ ル に 該 当 す る 表 示 画 像 を 表 示 部 ６ ６ に 表 示 す る こ
と で 、 看 護 ・ 介 護 者 が 機 器 等 に 不 慣 れ 人 で あ っ て も 、 こ れ ら 画 像 を 目 視 す る こ と で 被 看 護
・ 被 介 護 者 の 状 況 を 直 感 的 に 把 握 す る こ と が で き る よ う に な る 。
【 ０ ０ ３ ６ 】
ま た 、 前 記 Ｃ Ｐ Ｕ ５ ８ が 、 予 め 定 め ら れ た 異 常 状 態 、 例 え ば 前 記 予 め 定 め ら れ た 設 定 時 間
よ り も 長 い 時 間 動 き が 検 出 さ れ ず 、 体 温 が 低 い レ ベ ル が 続 い て 異 常 状 態 で あ る と 判 定 し た
場 合 等 に 、 該 異 常 の 発 生 を 、 こ れ ら 異 常 状 態 の 発 生 に 対 応 す る 表 示 画 像 で あ る 前 記 腕 を 垂
れ た 状 態 で 顔 色 並 び に 腕 、 足 の 色 が 灰 色 （ 図 面 中 右 下 が り 斜 線 ） と さ れ た 表 示 画 像 を 表 示
す る よ う に し て 報 知 を 行 う こ と で 、 看 護 ・ 介 護 者 は 、 被 看 護 ・ 被 介 護 者 に 異 常 な 状 態 が 発
生 し て い る こ と を 容 易 に 知 覚 で き 、 被 看 護 ・ 被 介 護 者 へ の 迅 速 な 対 応 が で き る よ う に な っ
て い る 。
【 ０ ０ ３ ７ 】
こ の よ う に 、 異 常 状 態 の 発 生 を 判 断 し て 報 知 す る こ と は 、 看 護 ・ 介 護 者 は 、 被 看 護 ・ 被 介
護 者 に 異 常 状 態 が 発 生 し て い る こ と を 容 易 に 知 覚 で き 、 被 看 護 ・ 被 介 護 者 へ の 迅 速 な 対 応
が 可 能 と な る こ と か ら 好 ま し い が 、 本 発 明 は こ れ に 限 定 さ れ る も の で は な く 、 こ れ ら 異 常
発 生 の 報 知 機 能 を 有 し な い 構 成 と し て も 良 い 。
【 ０ ０ ３ ８ 】
尚 、 本 実 施 例 で は 、 異 常 状 態 と し て 、 前 記 し た 設 定 時 間 よ り も 長 い 時 間 動 き が 検 出 さ れ ず
、 体 温 が 低 い レ ベ ル が 続 い て い る 状 態 の 他 に 、 体 温 が 設 定 温 度 よ り も ２ ° Ｃ 以 上 高 く 、 体
動 が 大 き い レ ベ ル が 設 定 時 間 よ り も 長 く 続 い て い る 場 合 や 、 体 温 が 設 定 温 度 よ り も １ ° Ｃ
以 上 低 く 、 体 動 が 大 き い レ ベ ル が 設 定 時 間 よ り も 長 く 続 い て い る 場 合 等 の 状 態 を 異 常 と 判
断 し て 、 図 ３ に 示 す よ う に 、 表 示 の 背 景 色 を 通 常 の 白 色 か ら 黄 色 に 変 更 す る と と も に ブ ザ
ー を 鳴 動 し て 該 異 常 発 生 の 報 知 を す る と と も に 、 こ れ ら の 異 常 に 対 応 す る 対 処 内 容 が 、 前
記 対 処 内 容 記 憶 領 域 ５ ６ ｄ か ら 読 み 出 さ れ て 表 示 さ れ る よ う に な っ て い る 。
【 ０ ０ ３ ９ 】
こ の よ う に 、 対 処 方 法 を 表 示 す る こ と は 、 看 護 ・ 介 護 者 が こ れ ら 発 生 異 常 に 対 し て 的 確 な
対 応 を 実 施 で き る こ と か ら 好 ま し い が 、 本 発 明 は こ れ に 限 定 さ れ る も の で は な く 、 こ れ ら
の 対 処 方 法 の 表 示 を 実 施 し な い 構 成 と し て も 良 い 。
【 ０ ０ ４ ０ 】
尚 、 本 実 施 例 で は 、 前 記 バ イ タ ル デ ー タ と し て 体 温 と 体 動 と い う ２ つ の 項 目 を 設 け て い る
が 、 本 発 明 は こ れ に 限 定 さ れ る も の で は な く 、 こ れ ら バ イ タ ル デ ー タ を １ つ の み と し て も
良 い し 、 逆 に ３ つ 以 上 の 項 目 と し て も 良 い 。
【 ０ ０ ４ １ 】
図 ４ に は 図 ３ で 説 明 し た 前 記 表 示 パ タ ー ン を 表 示 す る こ と で 実 際 に 看 護 ・ 介 護 施 設 ４ に て
看 護 さ れ て い る 各 被 看 護 ・ 被 介 護 者 の 状 況 が 表 示 部 ６ ６ に 個 々 に 表 示 さ れ て い る 。 尚 、 本
実 施 例 で は 、 前 述 の よ う に 、 各 被 看 護 ・ 被 介 護 者 を 特 定 可 能 な 被 看 護 ・ 被 介 護 者 識 別 情 報
で あ る 被 看 護 ・ 被 介 護 者 Ｉ Ｄ に 対 応 付 け て 各 被 看 護 ・ 被 介 護 者 の バ イ タ ル デ ー タ を 管 理 し
、 該 バ イ タ ル デ ー タ に 基 づ く 被 看 護 ・ 被 介 護 者 の 各 レ ベ ル に 合 致 し た 前 記 ア ニ メ ー シ ョ ン
表 示 さ れ る 表 示 画 像 を 、 以 下 に 示 す よ う に 、 各 被 看 護 ・ 被 介 護 者 を 特 定 可 能 な 情 報 で あ る
名 前 と と も に 関 連 付 け て 表 示 す る こ と で 、 同 時 に 複 数 の 被 看 護 ・ 被 介 護 者 の 状 況 を 判 り や
す く 表 示 す る よ う に な っ て い る が 、 本 発 明 は こ れ に 限 定 さ れ る も の で は な く 、 被 看 護 ・ 被
介 護 者 は １ 人 で あ っ て も 良 い 。
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【 ０ ０ ４ ２ 】
こ こ で は 、 Ｃ 男 さ ん が ベ ッ ド に 横 に な っ て い る も の の 、 身 体 の 動 き が 設 定 時 間 以 上 検 出 さ
れ て い な い た め 、 ま た 、 Ｆ 男 さ ん は 設 定 し た 体 温 よ り も 高 熱 で 、 身 体 の 動 き も 大 き い た め
、 何 ら か の 炎 症 を 起 こ し て い る 可 能 性 が あ り 、 Ｌ 子 さ ん は 設 定 さ れ て い る 体 温 よ り も 体 温
が 低 く 、 何 ら か の シ ョ ッ ク 症 状 の 恐 れ が あ り 、 Ｍ 男 さ ん と 、 Ｐ 子 さ ん は 設 定 さ れ て い る 不
在 時 間 が 経 過 し て も ベ ッ ド に 戻 っ て き て お ら ず 、 こ れ ら の 方 々 は 容 態 が 危 険 な 状 態 と な っ
て い る 可 能 性 が 高 い た め 、 表 示 部 ６ ６ に お い て 危 険 な 状 態 に な っ て い る 可 能 性 の あ る 人 物
の 領 域 を 黄 色 に 変 化 さ せ る と と も に 、 ブ ザ ー を 鳴 動 し て 、 看 護 ・ 介 護 者 が 異 常 に 素 早 く 気
づ く こ と が 出 来 る よ う に な っ て い る 。
【 ０ ０ ４ ３ 】
ま た 、 体 温 や 体 動 の 大 き さ な ど 、 複 数 の 種 別 の 項 目 毎 に 異 常 な 状 態 で あ る 異 常 状 態 値 、 例
え ば 、 体 温 の 設 定 温 度 が ３ ５ ° Ｃ の 場 合 に 、 被 看 護 ・ 被 介 護 者 の 実 際 の 体 温 が 設 定 温 度 よ
り ２ ° Ｃ 高 い ３ ７ ° Ｃ 以 上 に な っ た 場 合 や 、 設 定 温 度 よ り １ ° Ｃ 低 い ３ ４ ° Ｃ 以 下 に な っ
た 場 合 な ど で 、 Ｃ Ｐ Ｕ ５ ８ に て 異 常 で あ る と 判 定 さ れ た 前 記 複 数 種 別 の 項 目 の 組 み 合 わ せ
に 対 応 付 け て 、 こ の 異 常 な 状 態 へ の 対 処 内 容 が 登 録 さ れ た 対 処 内 容 記 憶 領 域 ５ ６ ｄ を 有 し
、 前 記 Ｃ Ｐ Ｕ ５ ８ に て 被 看 護 ・ 被 介 護 者 の 状 態 が 異 常 で あ る と 判 定 さ れ た 複 数 種 別 の 項 目
の 組 み 合 わ せ に 基 づ き 、 該 組 み 合 わ せ に 対 応 す る 対 処 内 容 を 、 対 処 内 容 記 憶 領 域 ５ ６ ｄ か
ら 読 み 出 し 、 前 記 表 示 部 ６ ６ に 表 示 す る こ と で 、 該 発 生 異 常 に 対 し て 的 確 な 対 応 を 実 施 で
き る 。
【 ０ ０ ４ ４ 】
ま た 、 本 実 施 例 で は 、 図 ５ に 示 す よ う に 、 被 看 護 ・ 被 介 護 者 の 名 前 や 基 準 と な る 平 常 時 の
体 温 、 不 在 時 間 、 不 動 時 間 、 体 動 継 続 時 間 を 、 各 被 看 護 ・ 被 介 護 者 毎 に 設 定 で き る よ う に
な っ て い て 、 氏 名 が 表 示 さ れ て い る 部 分 を 選 択 す る と 、 例 え ば Ａ 男 さ ん の 名 前 の 部 分 を 選
択 す る と 、 新 た に ダ イ ア ロ グ が 開 い て 、 各 項 目 を 入 力 ま た は 、 プ ル ダ ウ ン メ ニ ュ ー か ら 選
択 す る こ と で 、 設 定 す る こ と が 出 来 る よ う に な っ て お り 、 設 定 が 終 了 し た ら 「 Ｏ Ｋ 」 を 選
択 す る こ と で 、 ダ イ ア ロ グ が 閉 じ て 、 新 た な 設 定 に 更 新 さ れ る よ う に な っ て い る 。
【 ０ ０ ４ ５ 】
こ の よ う に 、 異 常 状 態 と 判 定 す る た め の 体 温 、 不 在 時 間 、 不 動 時 間 、 体 動 継 続 時 間 等 の 設
定 値 を 設 定 可 能 な 設 定 手 段 を 備 え る こ と で 、 被 看 護 ・ 被 介 護 者 の 体 調 や 個 人 差 に 対 応 し て
設 定 値 を 適 宜 に 変 更 す る こ と が で き る こ と か ら 好 ま し い が 、 本 発 明 は こ れ に 限 定 さ れ る も
の で は な く 、 こ れ ら の 設 定 を 各 被 看 護 ・ 被 介 護 者 に 共 通 と し て 設 定 す る よ う に し て も 良 い
。
【 ０ ０ ４ ６ 】
こ れ ら の 設 定 さ れ た 項 目 の 数 値 と 、 被 看 護 ・ 被 介 護 者 の 行 動 や 様 子 が 異 な る 場 合 に 異 常 な
状 態 と し て 判 定 さ れ て 、 前 記 各 表 示 パ タ ー ン を 選 択 す る と と も に 表 示 部 ６ ６ へ 表 示 し て 看
護 ・ 介 護 者 に 対 し て 報 知 を 行 う よ う に な っ て い る 。
【 ０ ０ ４ ７ 】
こ こ で は 、 被 看 護 ・ 被 介 護 者 が 異 常 な 状 態 と し て 判 定 さ れ る に は 、 不 在 時 間 、 不 動 時 間 、
体 動 継 続 時 間 に 関 し て は 、 設 定 さ れ た 時 間 が 経 過 し た 後 に 異 常 な 状 態 と し て 判 定 す る よ う
に な っ て い る と と も に 、 体 温 で は 、 設 定 さ れ た 温 度 か ら ２ ° Ｃ 以 上 高 い 温 度 に な る か 、 若
し く は １ ° Ｃ 以 上 低 い 温 度 に な る か に よ り 異 常 と 判 断 す る よ う に な っ て い る 。
【 ０ ０ ４ ８ 】
な お 、 こ こ で は 、 被 看 護 ・ 被 介 護 者 の 体 温 が 設 定 体 温 よ り も ２ ° Ｃ 高 か っ た り 、 １ ° Ｃ 低
か っ た り す る こ と で 異 常 と 判 定 す る よ う に な っ て い る が 、 本 発 明 は こ れ に 限 定 さ れ る も の
で は な く 、 異 常 と 判 定 す る 値 に つ い て は 適 宜 設 定 で き る よ う に な っ て い て も 良 い 。
【 ０ ０ ４ ９ 】
ま た 、 図 ６ で は 、 被 看 護 ・ 被 介 護 者 が 表 示 さ れ て い る 枠 内 を 選 択 す る こ と で 、 選 択 さ れ た
被 看 護 ・ 被 介 護 者 の 選 択 さ れ た 時 点 で の 様 子 が 表 示 さ れ る よ う に な っ て い て 、 例 え ば 、 Ｂ
男 さ ん の 枠 を 選 択 す る と 、 表 示 部 ６ ６ 内 に 新 た に ウ イ ン ド が 開 い て 、 現 在 の Ｂ 男 さ ん の 様
子 が 表 示 さ れ る よ う に な っ て い る 。
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【 ０ ０ ５ ０ 】
こ こ で は 、 被 看 護 ・ 被 介 護 者 で あ る Ｂ 男 さ ん の 現 在 の 様 子 が 示 さ れ て い て 、 体 温 が ３ ５ ．
８ ° Ｃ で 、 一 番 直 近 の 体 動 継 続 時 間 が １ 分 で 、 一 番 直 近 の 不 動 時 間 が ２ ５ 分 で あ る こ と が
報 知 さ れ て 、 様 子 に よ く に 異 常 が な い こ と が 確 認 で き る よ う に な っ て い る 。
【 ０ ０ ５ １ 】
た だ し 、 体 動 が 少 な い た め 、 床 ず れ に は 注 意 を す る よ う に 表 示 が さ れ る よ う に な っ て い る
。
【 ０ ０ ５ ２ 】
ま た 、 前 記 記 憶 部 ５ ６ の バ イ タ ル デ ー タ 記 憶 領 域 ５ ６ ｂ に は 、 計 測 さ れ た バ イ タ ル デ ー タ
を 、 被 看 護 ・ 被 介 護 者 と 、 被 看 護 ・ 被 介 護 者 を 識 別 す る 被 看 護 ・ 被 介 護 者 Ｉ Ｄ と を 対 応 づ
け て 記 憶 す る よ う に な っ て い て 、 前 記 図 ６ で 開 か れ た ウ イ ン ド の 下 部 に 設 け ら れ て い る 「
グ ラ フ 表 示 」 を 選 択 す る こ と で 、 図 ７ に 示 す よ う な 計 測 さ れ た バ イ タ ル デ ー タ 毎 に そ の 推
移 を 表 示 す る グ ラ フ を 表 示 す る よ う に な っ て い る 。
【 ０ ０ ５ ３ 】
図 ７ で は 、 計 測 さ れ た バ イ タ ル デ ー タ の う ち 、 体 温 の 推 移 を 表 示 す る グ ラ フ が 表 示 さ れ て
お り 、 こ こ で は 、 被 看 護 ・ 被 介 護 者 で あ る Ａ 男 さ ん の ２ ０ ０ ２ 年 ５ 月 ５ 日 の ０ 時 か ら ６ 時
ま で の 体 温 の 推 移 が 表 示 さ れ て い る 。 こ の グ ラ フ を 見 る こ と で も 被 看 護 ・ 被 介 護 者 の 様 子
を 知 る こ と が 出 来 る よ う に な っ て い る 。 こ の グ ラ フ は 、 管 理 コ ン ピ ュ ー タ ５ ０ な ど の パ ソ
コ ン で は 勿 論 、 携 帯 電 話 で も 表 示 が 可 能 と な る よ う な デ ー タ 形 式 の デ ー タ と な っ て い る 。
【 ０ ０ ５ ４ 】
こ の よ う に 、 Ｃ Ｐ Ｕ ５ ８ は 、 被 看 護 ・ 被 介 護 者 を 特 定 可 能 な 被 看 護 ・ 被 介 護 者 Ｉ Ｄ に 対 応
付 け て 、 前 記 セ ン サ シ ー ツ ８ か ら 収 集 し た 被 看 護 ・ 被 介 護 者 の 体 温 と 体 動 を 管 理 し 、 該 被
看 護 ・ 被 介 護 者 Ｉ Ｄ に 基 づ い て 、 該 被 看 護 ・ 被 介 護 者 の 体 温 と 体 動 の レ ベ ル が 対 応 す る 表
示 画 像 と し て 図 ７ に 示 す グ ラ フ を 、 被 看 護 ・ 被 介 護 者 の 名 前 や 被 看 護 ・ 被 介 護 者 Ｉ Ｄ と と
も に 関 連 付 け て 表 示 部 ６ ６ に 表 示 で き る よ う に す る こ と で 、 被 看 護 ・ 被 介 護 者 が 複 数 で あ
っ て も 、 各 被 看 護 ・ 被 介 護 者 毎 の 状 況 を 逐 次 把 握 す る こ と が で き る 。
【 ０ ０ ５ ５ 】
ま た 、 本 実 施 例 で は 前 記 通 報 受 信 者 で あ る 、 被 看 護 ・ 被 介 護 者 の 家 族 な ど の 所 持 す る パ ソ
コ ン １ ６ や 、 ノ ー ト パ ソ コ ン １ ８ や 、 携 帯 電 話 ２ ０ に 、 被 看 護 ・ 被 介 護 者 の 容 態 や 前 記 バ
イ タ ル デ ー タ を 配 信 す る こ と も で き る よ う に な っ て い て 、 配 信 を 行 い た い 場 合 に は 、 前 記
図 ６ で 開 か れ た ウ イ ン ド の 下 部 に 設 け ら れ て い る 「 配 信 」 を 選 択 す る こ と で 、 被 看 護 ・ 被
介 護 者 の デ ー タ と 対 応 づ け て 登 録 さ れ て い る メ ー ル ア ド レ ス な ど に 、 Ｃ Ｐ Ｕ ５ ８ の デ ー タ
処 理 演 算 に 基 づ き 通 報 先 情 報 端 末 用 の 通 信 回 線 基 板 ６ ０ よ り 通 報 先 に 被 看 護 ・ 被 介 護 者 の
様 子 を 配 信 す る よ う に な っ て お り 、 こ こ で は 、 図 ８ に 示 す よ う に 携 帯 電 話 ２ ０ に 配 信 し た
場 合 に つ い て 説 明 す る 。
【 ０ ０ ５ ６ 】
図 ８ に は 、 前 記 図 ６ で 説 明 し た Ｂ 男 さ ん の 状 態 を 配 信 す る よ う に な っ て い る と と も に 、 画
面 下 部 の 「 体 温 グ ラ フ 表 示 」 を 選 択 す る こ と で 、 前 記 図 ７ で 説 明 し た Ｂ 男 さ ん の 体 温 の 推
移 を 表 示 す る グ ラ フ が 画 面 に 表 示 さ れ る よ う に な っ て い る 。
【 ０ ０ ５ ７ 】
な お 、 本 実 施 例 で は 、 図 ６ で 「 配 信 」 を 選 択 し た 場 合 に の み 配 信 を 行 う よ う に な っ て い る
が 、 本 発 明 は こ れ に 限 定 さ れ る も の で は な く 、 例 え ば 、 被 看 護 ・ 被 介 護 者 が 前 記 し た よ う
な 危 険 な 状 態 と 判 定 さ れ た 場 合 に は 、 自 動 的 に 危 険 な 状 態 で あ る 旨 を 前 記 管 理 コ ン ピ ュ ー
タ ５ ０ か ら 送 信 す る よ う に し て も 良 い 。
【 ０ ０ ５ ８ 】
ま た は 、 １ 日 に 数 回 決 ま っ た 時 刻 な ど に 定 期 的 に 被 看 護 ・ 被 介 護 者 の 様 子 を 前 記 通 報 受 信
者 に 配 信 す る よ う に し て も 良 い 。
【 ０ ０ ５ ９ 】
ま た 、 被 看 護 ・ 被 介 護 者 が 危 険 な 状 態 で あ る 場 合 で 、 そ の 旨 の 情 報 が 前 記 通 報 受 信 者 に 通
報 さ れ た 場 合 に は 、 「 至 急 向 か い ま す 」 や 、 「 家 族 に 連 絡 後 向 か い ま す 」 な ど の 定 型 文 で
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返 信 メ ー ル を 管 理 コ ン ピ ュ ー タ ５ ０ に 対 し て 送 信 で き る よ う に な っ て い て も 良 い 。
【 ０ ０ ６ ０ 】
以 上 説 明 し た よ う に 、 本 実 施 例 の 被 看 護 ・ 被 介 護 者 の 監 視 シ ス テ ム は 、 被 看 護 ・ 被 介 護 者
の バ イ タ ル デ ー タ で あ る 体 温 や 体 動 を 取 得 す る た め の セ ン サ ー シ ー ツ ８ と 、 該 セ ン サ ー シ
ー ツ ８ に て 取 得 し た 体 温 や 体 動 を 収 集 、 管 理 す る Ｃ Ｐ Ｕ ５ ８ と 、 該 収 集 さ れ た 被 看 護 ・ 被
介 護 者 の 体 温 や 体 動 に 基 づ く 被 看 護 ・ 被 介 護 者 の 状 況 を 表 示 す る た め の 表 示 部 ６ ６ と 、 を
備 え る 被 看 護 ・ 被 介 護 者 の 監 視 シ ス テ ム に お い て 、 予 め 定 め ら れ た 体 温 や 体 動 の 複 数 の レ
ベ ル 毎 に 対 応 付 け ら れ た 表 示 画 像 を 記 憶 す る 表 示 パ タ ー ン 記 憶 領 域 ５ ６ ｃ と 、 収 集 さ れ た
被 看 護 ・ 被 介 護 者 の 体 温 や 体 動 が 前 記 複 数 の レ ベ ル の う ち の ど の レ ベ ル に 該 当 す る か を 判
定 す る レ ベ ル 判 定 手 段 と し て の Ｃ Ｐ Ｕ ５ ８ と 、 該 レ ベ ル 判 定 手 段 に て 判 定 さ れ た レ ベ ル が
対 応 す る ア ニ メ ー シ ョ ン 化 、 若 し く は キ ャ ラ ク タ ー 化 、 若 し く は 漫 画 化 さ れ た 表 示 画 像 を
前 記 表 示 部 ６ ６ に 表 示 す る こ と で 、 被 看 護 ・ 被 介 護 者 の 体 温 や 体 動 の 体 調 の レ ベ ル が 判 定
さ れ る と と も に 、 該 判 定 さ れ た レ ベ ル に 対 応 し て 前 記 表 示 パ タ ー ン 記 憶 領 域 ５ ６ ｃ に 記 憶
さ れ て い る 前 記 表 示 画 像 が 前 記 表 示 部 ６ ６ に 表 示 さ れ る よ う に な る た め 、 看 護 ・ 介 護 者 が
機 器 等 に 不 慣 れ 人 で あ っ て も 、 被 看 護 ・ 被 介 護 者 の 状 況 を 直 感 的 に 把 握 す る こ と が で き る
。
【 ０ ０ ６ １ 】
以 上 、 本 発 明 の 実 施 例 を 図 面 に よ り 説 明 し て き た が 、 具 体 的 な 構 成 は こ れ ら 実 施 例 に 限 ら
れ る も の で は な く 、 本 発 明 の 要 旨 を 逸 脱 し な い 範 囲 に お け る 変 更 や 追 加 が あ っ て も 本 発 明
に 含 ま れ る 。
【 ０ ０ ６ ２ 】
例 え ば 、 前 記 実 施 例 で 適 用 し た 監 視 端 末 １ ０ ａ 、 １ ０ ｂ 、 １ ０ ｃ … は 、 被 看 護 ・ 被 介 護 者
の バ イ タ ル デ ー タ を 管 理 コ ン ピ ュ ー タ ５ ０ の 通 信 基 板 ５ ２ か ら 取 り 入 れ て い た が 、 集 音 マ
イ ク や 監 視 用 Ｃ Ｃ Ｄ カ メ ラ 等 を ベ ッ ド 近 辺 に 取 り 付 け て 、 被 看 護 ・ 被 介 護 者 の 画 像 デ ー タ
や 音 声 デ ー タ を 取 り 込 ん で 、 希 望 す る 通 報 受 信 者 に そ れ ら を 配 信 す る こ と も 可 能 で あ る 。
こ の 場 合 、 異 常 な 状 態 を 検 知 し た と き に 集 音 マ イ ク や 監 視 用 Ｃ Ｃ Ｄ カ メ ラ 等 が 起 動 す る よ
う に し て も 良 い 。
【 ０ ０ ６ ３ 】
ま た 、 被 看 護 ・ 被 介 護 者 に 関 す る 詳 細 デ ー タ は 全 て 管 理 コ ン ピ ュ ー タ ５ ０ で 管 理 さ れ る こ
と に な り 、 外 部 侵 入 者 に よ り デ ー タ が 盗 ま れ る よ う な こ と の な い よ う に デ ー タ を 暗 号 化 す
る な ど プ ロ テ ク ト す る こ と も 可 能 で あ る 。
【 ０ ０ ６ ４ 】
ま た 、 前 記 実 施 例 で は 、 看 護 ・ 介 護 施 設 ４ 内 に 管 理 コ ン ピ ュ ー タ ５ ０ か ら 接 続 さ れ た 監 視
端 末 １ ０ ａ 、 １ ０ ｂ 、 １ ０ ｃ … に よ り 監 視 を 行 う よ う に な っ て い る が 、 本 発 明 は こ れ に 限
定 さ れ る も の で は な く 、 例 え ば 、 看 護 ・ 介 護 施 設 ４ と 提 携 関 係 に あ る 老 人 介 護 施 設 な ど と
、 前 記 通 信 回 線 網 １ ２ を 通 じ て 接 続 し 、 被 看 護 ・ 被 介 護 者 の 様 子 を 管 理 す る よ う に し て も
よ く 、 前 記 老 人 介 護 施 設 に 医 者 が い な い 場 合 な ど で は 、 看 護 ・ 介 護 施 設 ４ で 被 看 護 ・ 被 介
護 者 の 様 子 や 容 態 を 確 認 し た 後 に 医 師 を 該 老 人 介 護 施 設 へ 派 遣 す る よ う に し て も よ く 、 こ
の よ う に す れ ば 、 被 看 護 ・ 被 介 護 者 の 容 態 が 急 変 し た 場 合 に も 医 師 が そ の 旨 を 確 認 し て か
ら 治 療 に 向 か う こ と が で き る よ う に な る こ と か ら 被 看 護 ・ 被 介 護 者 に 対 し て 適 切 な 処 置 を
行 う こ と が 可 能 と な る 。
【 ０ ０ ６ ５ 】
ま た 前 記 実 施 例 で は 、 複 数 の 種 別 の 項 目 と し て 、 体 温 と 体 動 と な っ て い る が 、 本 発 明 は こ
れ に 限 定 さ れ る も の で は な く 、 例 え ば 、 発 汗 量 や 、 心 拍 数 、 呼 吸 数 な ど を 項 目 に 加 え る よ
う に し て も 良 い 。
【 ０ ０ ６ ６ 】
な お 、 前 記 実 施 例 で は 、 複 数 の 種 別 の 項 目 （ 体 温 と 体 動 ） で そ れ ぞ れ の 項 目 の レ ベ ル に 応
じ た 表 示 態 様 を 選 択 し て 表 示 部 ６ ６ に 表 示 す る よ う に な っ て い て 、 こ れ に よ り 複 数 項 目 を
一 つ の 表 示 部 ６ ６ で 表 示 で き る よ う に な る こ と か ら 好 ま し い が 、 本 発 明 は こ れ に 限 定 さ れ
る も の で は な く 、 単 一 の 項 目 の み で 表 示 部 ６ ６ に 表 示 を 行 う よ う に な っ て い て も 良 い 。
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【 ０ ０ ６ ７ 】
ま た 、 前 記 実 施 例 で は 、 被 看 護 ・ 被 介 護 者 の 異 常 状 態 を 表 示 部 ６ ６ に 表 示 す る 色 や し ぐ さ
で 表 示 を 行 う よ う に な っ て い る が 、 本 発 明 は こ れ に 限 定 さ れ る も の で は な く 、 こ れ を 文 字
で 表 示 す る よ う に し て も 良 い 。
【 ０ ０ ６ ８ 】
ま た 、 前 記 実 施 例 で は 、 被 看 護 ・ 被 介 護 者 の 体 調 や 個 人 差 に 対 応 し て 体 温 や 不 在 時 間 、 不
動 時 間 、 体 動 継 続 時 間 を 適 宜 に 設 定 で き る よ う に な っ て い る が 、 本 発 明 は こ れ に 限 定 さ れ
る も の で は な く 、 例 え ば 、 性 別 や 年 齢 な ど を 入 力 す る の み で 予 め そ れ ぞ れ の 項 目 の 数 値 が
組 み 合 わ さ れ て 設 定 出 来 る よ う に な っ て い て も よ い 。
【 ０ ０ ６ ９ 】
ま た 、 前 記 実 施 例 で は 、 被 看 護 ・ 被 介 護 者 に 前 記 異 常 な 状 態 が 検 出 さ れ る 場 合 に 、 対 処 内
容 記 憶 領 域 ５ ６ ｄ か ら 対 処 内 容 を 読 み 出 し て 的 確 な 対 応 を 実 施 で き る よ う に な っ て い る が
、 本 発 明 は こ れ に 限 定 さ れ る も の で は な く 、 対 処 内 容 が 表 示 さ れ な い よ う な 構 成 と な っ て
い て も よ い 。
【 ０ ０ ７ ０ 】
ま た 、 前 記 実 施 例 で は 、 表 示 部 ６ ６ に 被 看 護 ・ 被 介 護 者 毎 の 状 況 を 把 握 す る べ く 、 セ ン サ
シ ー ツ ８ か ら 収 集 し た 情 報 を グ ラ フ 表 示 し て 、 逐 次 把 握 す る よ う に な っ て い る が 、 本 発 明
は こ れ に 限 定 さ れ る も の で は な く 、 グ ラ フ な ど を 作 成 し な い よ う な 構 成 と し て も よ く 、 こ
の よ う に す れ ば 、 管 理 コ ン ピ ュ ー タ ５ ０ の 処 理 負 荷 が 軽 減 さ れ る よ う に な る 。
【 ０ ０ ７ １ 】
【 発 明 の 効 果 】
本 発 明 に よ れ ば 、 次 の よ う な 効 果 が 得 ら れ る 。
（ ａ ） 請 求 項 １ に 記 載 の 発 明 に よ れ ば 、 被 看 護 ・ 被 介 護 者 の バ イ タ ル デ ー タ の レ ベ ル が 判
定 さ れ る と と も に 、 該 判 定 さ れ た レ ベ ル に 対 応 し て 前 記 表 示 ア イ コ ン 記 憶 手 段 に 記 憶 さ れ
て い る 表 示 画 像 が 前 記 表 示 手 段 に 表 示 さ れ る よ う に な る た め 、 看 護 ・ 介 護 者 が 機 器 等 に 不
慣 れ 人 で あ っ て も 、 被 看 護 ・ 被 介 護 者 の 状 況 を 直 感 的 に 把 握 す る こ と が で き る 。
【 ０ ０ ７ ２ 】
（ ｂ ） 請 求 項 ２ に 記 載 の 発 明 に よ れ ば 、 被 看 護 ・ 被 介 護 者 か ら 取 得 す る バ イ タ ル デ ー タ が
２ つ 以 上 の 複 数 項 目 で あ っ て も 対 応 す る こ と が で き 、 被 看 護 ・ 被 介 護 者 は 前 記 表 示 手 段 の
表 示 を 目 視 す る こ と で 、 こ れ ら 複 数 の 各 項 目 に お け る レ ベ ル を 直 感 的 に 把 握 す る こ と が で
き る 。
【 ０ ０ ７ ３ 】
（ ｃ ） 請 求 項 ３ に 記 載 の 発 明 に よ れ ば 、 看 護 ・ 介 護 者 は 、 被 看 護 ・ 被 介 護 者 に 異 常 状 態 が
発 生 し て い る こ と を 容 易 に 知 覚 で き 、 被 看 護 ・ 被 介 護 者 へ の 迅 速 な 対 応 が 可 能 と な る 。
【 ０ ０ ７ ４ 】
（ ｄ ） 請 求 項 ４ に 記 載 の 発 明 に よ れ ば 、 被 看 護 ・ 被 介 護 者 の 体 調 や 個 人 差 に 対 応 し て 異 常
状 態 値 を 適 宜 に 変 更 す る こ と が で き る 。
【 ０ ０ ７ ５ 】
（ ｅ ） 請 求 項 ５ に 記 載 の 発 明 に よ れ ば 、 異 常 状 態 へ の 対 処 内 容 が 表 示 さ れ る こ と で 、 該 発
生 異 常 に 対 し て 的 確 な 対 応 を 実 施 で き る 。
【 ０ ０ ７ ６ 】
（ ｆ ） 請 求 項 ６ に 記 載 の 発 明 に よ れ ば 、 被 看 護 ・ 被 介 護 者 が 複 数 で あ っ て も 、 各 被 看 護 ・
被 介 護 者 毎 の 状 況 を 逐 次 把 握 す る こ と が で き る 。
【 ０ ０ ７ ７ 】
（ ｇ ） 請 求 項 ７ に 記 載 の 発 明 に よ れ ば 、 被 看 護 ・ 被 介 護 者 の 状 況 と し て 体 温 の 状 況 を 逐 次
把 握 で き る 。
【 ０ ０ ７ ８ 】
（ ｈ ） 請 求 項 ８ に 記 載 の 発 明 に よ れ ば 、 被 看 護 ・ 被 介 護 者 の 状 況 と し て 動 き の 状 況 や 離 床
／ 在 床 を 逐 次 把 握 で き る 。
【 図 面 の 簡 単 な 説 明 】
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【 図 １ 】 本 発 明 の 実 施 例 に お け る 監 視 シ ス テ ム の 構 成 図 で あ る 。
【 図 ２ 】 本 実 施 例 で 用 い ら れ て い る 管 理 装 置 の ブ ロ ッ ク 図 で あ る 。
【 図 ３ 】 本 実 施 例 で 用 い ら れ て い る 表 示 部 ６ ６ に 表 示 さ れ る パ タ ー ン が 表 示 さ れ て い る 図
で あ る 。
【 図 ４ 】 本 実 施 例 に お い て 、 実 際 に 監 視 シ ス テ ム が 運 用 さ れ て い る 様 子 を 示 し た 図 で あ る
。
【 図 ５ 】 本 実 施 例 に お い て 、 各 被 看 護 ・ 被 介 護 者 毎 に 複 数 の 項 目 を 設 定 出 来 る よ う に な っ
て い る 様 子 を 示 す 図 で あ る 。
【 図 ６ 】 本 実 施 例 に お い て 、 被 看 護 ・ 被 介 護 者 の 現 在 の 様 子 （ 容 態 ） が 表 示 さ れ て い る 様
子 を 示 す 図 で あ る 。
【 図 ７ 】 本 実 施 例 に お い て 、 被 看 護 ・ 被 介 護 者 の 体 温 の 推 移 を グ ラ フ 表 示 し た 図 で あ る 。
【 図 ８ 】 本 実 施 例 に お い て 、 通 報 を 受 け る 者 の 携 帯 電 話 に 被 看 護 ・ 被 介 護 者 の 様 子 が 配 信
さ れ る 様 子 を 示 す 図 で あ る 。
【 図 ９ 】 従 来 の 監 視 シ ス テ ム に お け る 表 示 例 を 示 す 図 で あ る 。
【 符 号 の 説 明 】
４ 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 看 護 ・ 介 護 施 設
４ ａ ， ４ ｂ ， ４ ｃ 　 　 　 　 　 ベ ッ ド
６ 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 圧 力 検 出 セ ン サ
７ 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 体 温 セ ン サ
８ 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 セ ン サ ー シ ー ツ
９ 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 Ａ ／ Ｄ 変 換 部
１ ０ ａ ～ １ ０ ｃ 　 　 　 　 　 　 監 視 端 末
１ １ 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 通 信 部
１ ２ 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 通 信 回 線 網
１ ６ 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 パ ソ コ ン
１ ８ 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 ノ ー ト パ ソ コ ン
２ ０ 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 携 帯 電 話
５ ０ 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 管 理 コ ン ピ ュ ー タ
５ ２ 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 通 信 基 板
５ ４ 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 デ ー タ バ ス
５ ６ 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 記 憶 部
５ ６ ａ 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 通 報 者 用 デ ー タ 記 憶 領 域
５ ６ ｂ 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 バ イ タ ル デ ー タ 記 憶 領 域
５ ６ ｃ 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 表 示 パ タ ー ン 記 憶 領 域
５ ６ ｄ 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 対 処 内 容 記 憶 領 域
５ ８ 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 中 央 演 算 処 理 装 置 （ Ｃ Ｐ Ｕ ）
６ ０ 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 通 信 回 線 基 板
６ ２ 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 Ｒ Ａ Ｍ
６ ４ 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 入 力 部
６ ６ 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 表 示 部
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【 図 １ 】 【 図 ２ 】

【 図 ３ 】 【 図 ４ 】
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【 図 ５ 】 【 図 ６ 】

【 図 ７ 】

【 図 ８ 】

【 図 ９ 】
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